
仕事による熱中症の死亡者は３年連続で30人以上で、原因の大半が「初期症状

の放置・対応の遅れ」です。このため、令和７年６月１日から以下の熱中症対策

が義務化されます。

令和７年６月１日施行

WBGT値28度以上 又は 気温31度以上 の環境下で、

連続１時間以上 又は １日４時間を超えて
実施が見込まれる作業を行うとき

和歌山労働局・橋本労働基準監督署

橋本市東家六丁目９番２号（電話）0736-32-1190

２
□ 緊急連絡網      □ 緊急搬送先の連絡先及び所在地

 □ 作業離脱         □ 身体冷却 
 □ 医療機関への搬送

（労働安全衛生規則第612条の２第２項）

重篤化防止手順を作成 し、関係作業者に 周知する

熱中症が疑われる作業者を 発見した時の報告体制を定め、関
係作業者に 周知する

（労働安全衛生規則第612条の２第１項）

１

熱中症対策 が
  義務化 されます！

橋本市消防本部・警防課

橋本市東家六丁目２番１号（電話）0736-33-3714

※ あらかじめ到着した救急隊員を案内する者を定めておきましょう

どんな
とき？
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